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令和４年度第 2 回 高松圏域自立支援協議会 医療的ケア部会議事録 

 

日付 
令和 4 年 10 月 21 日（金） 

時間 
13：00～14：00 

開催会場 
Zoom 

参加機関等 
さぬき市障害福祉課、東かがわ市福祉課、高松市こども保育教育課、高

松市総合教育センター、高松市健康づくり推進課、直島町住民福祉課、

三木町福祉介護課、三木町こども課、三木町教育総務課、高松赤十字病

院、高松訪問看護ステーション、障害者生活センターたかまつ、支援セ

ンターgaryu、高松市障がい者基幹相談支援センター中核拠点 

                      順不同 計 15 名 

 

議題 1：今年度の予定 

議事 次回開催 R5.2.16（木）13：00～ Zoom 予定 

今年度おこなうことは地域課題の整理 

部会へ挙げられた意見から、まずは相談支援専門員の質の向上に取り組

みたい。 

 

【これまでに部会へ挙げられた意見等】 

〇相談支援専門員のアセスメント力の向上が必要 

→高松圏域では医療的ケア児等コーディネーター養成研修修了者である

相談支援専門員向けのフォローアップ研修を独自におこなう。12 月 19

日開催予定。対象者に案内文発送済。 

 

〇高松市障がい者基幹相談支援センターの活用 

高松市障がい者基幹相談支援センターの活用が支援機関へ浸透していな

い。 

また、対応する職員のスキルアップが必要な状況であり、研修実施を計



画している。 

 

〇入所施設利用者の計画相談について 

圏域外の入所施設を利用している方を担当していただける特定相談支援

事業所が見つかり辛いという事が起きている。 

 

議題 2：高松圏域の支援体制について 

議事 
【相談支援について】 

・退院時の支援について、高松市の場合は障がい福祉サービス利用の有

無は関係無く、高松市障がい者基幹相談支援センター地域拠点へ繋ぐこ

とを定着させたい。対象となる県内病院 SW へ基幹のエリア分けについ

て周知をした。 

・障がい者基幹相談支援センターも関わることが、相談支援専門員によ

るケースの抱え込み解消にも繋がる。特定相談支援事業所に繋いだ後も

基幹相談支援センターが後方支援を継続していく。 

基幹へ繋ぐことを定着させたい。お住いの住所地担当なので、近くで関

われる存在になれる。 

・NICU 退院時には医療的ケアが必要とならないケースがある。経過を

みて必要に応じて手術をするため、状態が良くなると思われている保護

者さんもいる。そのため「障がい」というワードに敏感な方もいるので

一律で退院時に繋ぐのではなく、相談が必要に情報提供することとなる。 

・保健師の関わりについて。退院時カンファレンス参加後、地区担当の

母子保健コーディネーターが関わる、もしくは母子コーディネーターに

加えて地域担当保健師が関わることもある。母子保健コーディネーター

は必要な支援に繋ぐ窓口の役割があり、高松市障がい者基幹相談支援セ

ンターについては共有している。 

・香川県医療的ケア児等支援センターソダテルと役割を明確にし、連携

することが必要である。共有の機会を持つ予定となっている。 

 

【教育現場の現状や課題について】 

現在小学校 8 名、未就学児 3 名が医療的ケア児支援事業を利用してい

る。事業の利用は順調で、保護者、本人、教育現場からも評判は良い。

保育所、幼稚園での利用希望者増えており、利用者数が増えると予算面

は課題となる。 

【質問、意見】 



・医療依存が高いケースはカンファレンスが大規模になる。そのため在

宅生活に向けて必要なことをカンファレンスの場で話せない。在宅生活

開始後に問題点を話し合える場が必要だと感じている。 

・上記の場を作ることは地区保健師の役割でもある。 

・訪問看護と相談員の関りが希薄。連携を持てる場面を増やしたい。 

・難病以外の原因で成人期に医療的ケアが必要となった方の場合、保健

師がケースを把握できるきっかけがない。本人、家族同意の元、支援者

から相談があれば関わることができる。 

・高松市障がい者基幹相談支援センターや地区担当の保健師はその方の

居住地域のことを良く知っていると思う。たくさんの目で地域を見て、

気になるケースを地域で定期的に確認する等して欲しい。 

 

 

議題 3：その他 

議事 
・令和 4 年度医療ケア児等コーディネーター養成研修が 11 月 19 日、20

日、26 日、27 日に開催される。 

 


